
 

 

 

 

鶴見区自治連合会６月定例会 次第 

 

                                    日  時  令和６年６月 19 日（水） 

                                            午後２時 

                                    会  場  鶴見区役所８号会議室 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

鶴見区自治連合会長   宮野 昌夫 

 

    鶴見区長     渋谷 治雄 

 

３ 定例会出席者ごあいさつ（敬称略） 

■自治連合会 

・法人下末吉連合会 会長代行  荏原 道江 

 

４ 横浜市町内会連合会６月定例会結果報告 

 

５ 鶴見区自治連合会関係議題 

 

６ 鶴見区自治連合会定例会の日程について 

 （１）日 程 

７月定例会 令和６年７月 19 日（金）午後２時から 

９月定例会 令和６年９月 19 日（木）午後２時から 

※８月は休会です 

 （２）場 所 

    鶴見区役所６階８号会議室 

 

７ 閉  会 

 

 

 

 

 

 

鶴見区自治連合会として参加した主な行事（５月１日～５月 31 日） 

 

・５月 11 日 子ども育成会総会 

・５月 12 日 矢向地区連合町内会運動会 

・５月 13 日 横浜市町内会連合会５月定例会 

・５月 15 日 鶴見区自治連合会婦人部歓送迎会 

・５月 16 日 鶴見区工業会総会 



 

 

 

 

・・・  横浜市町内会連合会６月定例会結果報告  ・・・ 

 

１．よこはまテレビ・プッシュの開始について 

◎説明者 総務局緊急対策課 可児担当課長    資料№１ 

 
 

・・・  鶴見区自治連合会関係議題  ・・・ 

 

 

２. 第７４回「社会を明るくする運動」講演会の開催へのご協力について 
◎説明者 鶴見保護司会犯罪予防活動部会 石橋部会長  資料№２ 

 

３. 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の改定」と「線引き（市街化区域

と市街化調整区域の区域区分）見直し」都市計画市素案の説明会開催等について 

◎説明者 鶴見区役所 楡 区政推進課まちづくり調整担当係長 資料№３ 

 

４．鶴見区多文化共生基本指針の策定について  

◎説明者 鶴見区役所 美田 区政推進課企画調整係長   資料№４ 

 

５.「GREEN×EXPO 2027」地域説明会の開催について 
◎説明者 鶴見区役所 美田 区政推進課企画調整係長   資料№５ 

 

６. 令和６年度災害時要援護者名簿の更新についてのご案内 

◎説明者 鶴見区役所 髙橋 高齢・障害支援課長   資料№６ 

 

７. 横浜 FC「つるみ区民 DAY」開催周知について 

◎説明者 鶴見区役所 中島 地域振興課長    資料№７ 

 

８. 令和６年度「夏の交通事故防止運動」について 

◎説明者 鶴見区役所 中島 地域振興課長    資料№８ 

 

９．資料提供 

鶴見区内火災・救急状況（速報）     ‥‥‥‥‥‥‥  鶴見消防署 

鶴見警察署管内犯罪・交通事故発生状況  ‥‥‥‥‥‥‥  鶴見警察署 

 

  



 

 

 



よこはまテレビ・プッシュの開始について【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

  テレビを使った情報伝達サービス（※別紙チラシご参照）に 
対して補助金を交付する事業を開始しました。 
災害時の情報取得に不安を感じていらっしゃる方は、是非、 

補助制度をご活用ください。 
※ 広報よこはま６月号に掲載しています。 

 

２ お願いしたいこと 

【区連長】 ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。  

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ 補助制度の概要 

（１）事業目的 

   テレビを使った情報伝達サービスに対して、市が補助を行うことで、スマ

ートフォンをお持ちでない方など災害情報の取得に不安を感じている方も

確実に災害情報が入手できるように支援を行います。 

（２）対象者 

   「横浜市民」 かつ 「災害情報の取得に不安を感じている方」 

（３）補助額 

   初期費用 28,600円（税込） 

   （内訳）専用機器代金 16,500円（税込） 

設置設定費用 12,100円（税込） 

（４）その他費用 

   サービス利用料として、月額 550円（税込）がかかります。（※） 

   （※）ご利用には、インターネット環境が必要になります。 

  
４ お申込み・資料請求・お問い合わせについて 

  イッツ・コミュニケーションズ株式会社が申込等を受け付けています。 

  （電話） 0120-109-199（受付時間 9:30～18:00） 

  （メール） info@itscom.jp 

 

 

 
 
 

市連会６月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ６ 月 1 2 日 
総 務 局 緊 急 対 策 課 

総務局緊急対策課 
担当 山本、若狭 
電話  045-671-2143 /FAX 045-641-1677 
メール so-kinkyu-musen@city.yokohama.jp 

mailto:info@itscom.jp








 

令和６年６月１９日 

 

各地区自治連合会会長 各位 

 

鶴見区更生保護協会 

会長  渋谷 治雄 

 

第７４回「社会を明るくする運動」へのご協力について（ご依頼） 

 

 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 日頃より、社会を明るくする運動へのご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、本年も７月の「社会を明るくする運動強調月間」を迎えようとしております。区

内の各地区において様々な行事が予定されていることと存じますが、区民の皆様への本運

動の趣旨の啓発をはかるための講演会を下記の通り開催いたします。 

 つきましては、各町会より３名様のご出席を賜れれば誠に幸いでございます。後日、自

治会・町内会長様宛てに郵送しますご案内文と参加者記入カードにご記入の上、当日会場

へご持参下さい。 

また、各自治連合会会長様には当日ご登壇いただきますようお願い申し上げます。ご出

欠につきましては別添返信用書類にて７月１７日（水）までにお知らせ下さい。 

 

 

   日 時：令和６年８月１８日（日） 

         １３：００ 受付開始（「来賓」受付までお越しください） 

１３：３０ 開会 

１６：００ 閉会 

   

   場 所：鶴見公会堂 

  

   内 容：（１）社会を明るくする運動作文コンテスト 受賞作品朗読 

       （２）講演：田中 紀子 氏 

（公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会 代表） 

      （３）催事：漫才師 キラーコンテンツ 

 

 

連絡先：鶴見区更生保護協会 

事務局：横浜市鶴見区社会福祉協議会 

電話：５０４－５６１９ 

事務担当：二木
ふ た ぎ

・田中・千田 

  



主催 鶴見区更生保護協会 

(事務局：横浜市鶴見区社会福祉協議会 504-5619) 

 
日 時 令和６年８月１８日（日） 13 時 30 分より 
場 所 鶴見公会堂 6 階 大ホール 
 
～プログラム～ 

１．作文朗読： 末吉中学校３年生 樋
ひ

渡
わたし

 理夢
り む

 さん 

横浜保護観察所長賞受賞 「理解者」 

２. 講 演： 

 

 

 
 

～講師プロフィール～ 

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 研究生。 

祖父・父・夫がギャンブル依存症者という三代目ギャンブラーの妻であり自身もギャンブ

ル依存症と買い物依存症から回復した経験を持つ。 

全国各地で家族相談会やギャンブル依存問題の普及啓発のための講演を行っている。 

2018年 12月 ローマ教皇主催「依存症問題の国際会議」に招へいされ、我が国のギャン

ブル依存症対策等の現状についてバチカンで報告をした。 

著書に「三代目ギャン妻（高文研）」「ギャンブル依存症（角川新書）」「家族のためのギャン

ブル問題完全対応マニュアル（アスク・ヒューマン・ケア）」。 

 

３．催 事： 漫才師 キラーコンテンツ 
漫才協会に所属するキラーコンテンツのお二人は、ツッコミ担当の和出仁（わで ひとし）さ

ん、鶴見区在住。そして、ボケ担当の長谷川崇（はせがわ たかし）さんは、大田区羽田出身

です。普段は浅草の東洋館に出演されていますが、横浜のケーブルテレビ「ハマって！鶴

見」に６年間レギュラー出演や、2023 年は、ニッポン放送「ひだまりハウス」などに出演さ

れました。お二人の漫才をお楽しみ下さい。 

講師  田中 紀子 氏 
公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会 代表 
 

演題 「ギャンブル依存症と犯罪」 
～求められる対策とは～ 

第７４回 

社会を明るくする運動講演会 
～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域の力～ 







 

 

 

第７４回 

鶴見区社会を明るくする運動講演会 

出欠回答票 

 

 

 

日時：令和６年８月１８日（日）１３時３０分 開会 

場所：鶴見公会堂 

 

 

ご出席  ／  ご欠席 

 

   いずれかに○をお付け下さい。 

 

 

 

団体名                 

 

 

（ふりがな） 

 

ご氏名                 

 

 

 

同封の返送用封筒にてご返送ください。 

〆切：７月１７日（水） 

  



 

 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の改定」と 

「線引き（市街化区域と市街化調整区域の区域区分）見直し」 

都市計画市素案の説明会開催等について【情報提供】 
 

１ 趣旨 

本市では、都市計画の基本方針である「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(整開

保)等※１」とこれに基づき行う「線引き」について、概ね６～７年ごとに定期的な改定・見

直しを行っており、現在、令和７年度の改定・見直しを目指して検討を進めています。 

このたび、本年１月から２月にかけて実施した意見募集の結果等を踏まえ、都市計画市素

案を作成しましたので、説明会等を実施します。 

 

※１整開保等 

都市計画の目標や土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業等に関する主要な都市計画の   

決定方針 等 
 

２ お願いしたいこと 

【地区連合町内会長・単位町内会長の皆様】 

６月下旬以降、説明会の概要等を掲載したリーフレット（添付資料）を線引き見直し対象

地区内の各戸に配布するほか、土地所有者等の皆様に郵送しますので、ご承知おきください。 

また、地域の方からお問合せがあった場合、建築局都市計画課までご案内ください。 
 

３ リーフレットの主な内容  

  ・都市計画市素案の説明会（会場、日程等）について    ・・・P２ 

・都市計画市素案の概要について（整開保等、線引き）   ・・・P３～５ 

・今後の都市計画手続について              ・・・P６ 
 
４ リーフレットの配布等について（予定） 

①各戸配布（線引き見直し対象地区内）          ・・・６月下旬より実施 

②土地所有者等へ郵送（線引き見直し対象地区内）     ・・・６月下旬より発送 

③建築局都市計画課（市庁舎 25階）、市民情報センター（市庁舎３階） 

 各区役所区政推進課、ＰＲボックス               ・・・６月下旬より配架 

④横浜市ホームページ掲載                ・・・６月３日より掲載済 

 
 

○整開保等の改定に関すること 

【担 当】都市整備局企画課 水谷、齊藤 

【連絡先】６７１－３７４９ 
○線引き見直し、説明会に関すること 

【担  当】建築局都市計画課 鶴和、河田、小池 
【連絡先】６７１－２６５８ 

区連会６月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ６ 月 １ ９ 日 
都 市 整 備 局 企 画 課 
建 築 局 都 市 計 画 課 











鶴見区 多文化共生基本指針
～多文化共生社会のさらなる発展に向けた施策の方向性～

令和 6年（2024 年）５月

策定趣旨

・いろいろな国出身の人がいて、なじみやすい。同じ国の友人や日本人の同僚との情報交換もしている。
・日本語が不慣れな中でも、子どもが通う幼稚園の親たちはやさしく、たくさん会話をしてくれる。
・子どもが病気になると保育園で相談し、病院も紹介してもらった。
・日本語教室の先生が、日本での生活や、仕事をしていくために必要なステップも教えてくれた。
・地域のイベントでの母国の料理や音楽などの紹介を通じ、地域の人と仲良くなれた。留学生がお祭りに参加している地域もある。  

・日本語はどこで学べるの？
身近に学べるところがあったらいい。

・生活情報はどこにあるの？
多言語かつわかりやすく発信してほしい。

・書類は大事なことだけ、わかりやすく書いてほしい。
・区役所や病院は難しい専門用語が多くてわかりづらい。
など

外国人も暮らしやすい
まちとなるための
ポイント

コミュニケーション支援
ことば・情報収集機会・学習支援 など

生活支援
住宅、就労、福祉、防災 など

地域・社会参画の推進
地域活動への参画、スキルの発揮 など❶ ❷ ❸

暮らしの中での困りごと
やニーズ

暮らしやすいと感じた
こと

在住外国人の声　

・病気になったらどこに行けばいい？
・入学や受験の仕組みが難しい。
・災害が起きたときどこに避難すればいいの？
・介護保険や年金など、日本には母国にはない制度
や文化がたくさんあるので、イメージがわかる
ものがあるとよい。　など

・外国人同士が集まる機会や日本人とも交流する
機会がほしい。

・自分のスキルを活かした仕事、活動をしたい。
・子ども連れでいける遊び場やイベントが知りたい。
・自治会町内会が何をするところかわからない。
など

鶴見区の在住外国人の現状

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000
H15年 H20年 H25年 H30年 R5年

2.0％

3.0％

4.0％

5.0％

7,524 人
（2.9％）

9,577 人
（3.6％）

9,485 人
（3.4％）

12,902 人
（4.4％）

15,207 人
（5.1％）

【外国人数の推移】

外国人
（13,843 人）

日本人
（281,760 人）

【年齢構成ごとの比率】

■0-9 歳  ■10-19 歳  ■20-29 歳  ■30-39 歳  ■40-49 歳  ■50-59 歳  ■60-69 歳  ■70 歳以上

【在住外国人数が100人を超える国・地域の数】

国籍の多様化も進み、言語や文化・習慣などのバリエー
ションも増え、ニーズや必要なサポートもさまざまに。

H15年
7か国

R5年
15か国 11.6 13.2

23.7% 26.3%

この 20 年間で区内の外国人数・割合はほぼ倍増し、
今では区民の約 20人に 1人が外国人。

区内の在住外国人は 20・30 代が 50％を占め、平均年齢は 35.20 歳。日本人
を含む区全体の平均年齢 44.36 歳と比べても若い世代が多い。

住民基本台帳 各年 12月末現在
住民基本台帳  各年 12月末現在

住民基本台帳  令和 3年１月１日現在

8.6 5.8 15.8 11.8 5.2

2.9

8.4 8.5 16.5 14.3 10.6 16.9

20年間で倍増

20年間で多様化

20・30代が半数を占める

ー令和３年度鶴見区外国人数基礎調査・住民基本台帳よりー

－令和4・5年度鶴見区外国人意識調査より－

　鶴見区では、多文化共生を推進する行動計画として、平成 20 年に「鶴見区多文化共生推進アクションプラン」を策定し、地域や事業者、団体等のみなさまととも
に、さまざまな取組を進めてきました。その後、在住外国人のさらなる増加や多国籍化が進み、社会全体も人口減少・少子高齢化が進行するなど、区民を取り巻く環境が大
きく変化してきたことから、令和３～５年度にかけて、鶴見区内に暮らす外国人の状況等に関する調査を実施しました。
　本指針は、この調査結果等を踏まえ、鶴見区多文化共生推進アクションプランを見直し、多文化共生社会のさらなる発展を目指す施策の方向性を示すものです。

概要版



鶴見区 多文化共生基本指針　～多文化共生社会のさらなる発展に向けた施策の方向性～ 

国や文化のちがいを越え　誰もがいきいきと暮らすまち・つるみ

－ めざす姿 －

３つの施策

施策１ 施策２ 施策３
情報アクセスや相談・学習支援の
充実によるつながりづくり

一人ひとりの安全・安心な暮らしを
支える体制づくり

外国人、日本人が互いに学び合い、
助け合う地域づくり

外国人も日本人と同じように生活に必要な情報や
権利・義務を知ることができるよう、多言語化や
発信方法の工夫、「やさしい日本語」の活用を推進
するとともに、日本語学習の機会の充実を図ります。

それぞれのライフサイクルや居住期間に応じた
サービスの提供を行い、文化や言語、制度などの
違いにかかわらず、外国人が安全・安心に暮らせる
よう支援します。

　外国人が地域社会の一員として自立して暮らす
とともに、様々なコミュニティにおいて、自分ら
しく活躍できるよう、地域における多文化共生の
風土づくりを進めます。

・日常的な困りごとに対する相談対応
・住まい・仕事さがしのサポートやアフターフォロー
・医療・保健・福祉サービスの切れ目ない提供
・保育・教育体制の確保
・災害時の備えの普及啓発、支援体制の充実

・基本指針の周知による共生意識の醸成
・多言語ツールの普及による地域でのコミュニケーション機会の促進
・外国人と日本人が互いの文化・習慣を知り、交流する場づくり
・外国人の経験・スキルを発揮できる環境づくり
・地域コミュニティのニーズと外国人人材をマッチングする仕組みづくり

・生活情報の多言語化や翻訳ツールの充実、「やさしい日本語」
の積極活用

・Web・SNSを活用したタイムリーな情報発信
・支援機関や店舗等を通じた、継続的な情報発信やニーズの把握
・日本語支援ボランティアの育成や学習ニーズとのマッチングの促進

「鶴見区 多文化共生基本指針」策定経過

【外国人】………「国籍が日本国籍以外の人」「外国から日本に来た人」「外国に
ルーツのある人（例：保護者が外国籍の人）」など、日本以外
の国や地域に何らかのつながりがある人すべてを含みます。

【国】……………日本以外のすべての国、地域を指します。

Ｒ3年度
外国人数基礎調査
（客観的データ）

Ｒ４・５年度外国人意識調査
（ヒアリング調査）

支援機関・団体／外国人区民

R６年度
多文化共生基本指針

＠鶴見区役所のすべての窓口

多言語対応や
「やさしい日本語」の推進

翻訳機器の活用、資料
の多言語化など

＠NPO法人、ボランティア団体
　etc.

外国人の自立に
向けた支援

学習支援、進学・
資格取得支援など

＠鶴見国際交流ラウンジ
＠日本語支援拠点施設
　鶴見ひまわり
　etc.

安心して生活を
送るための支援

窓口相談・
日本語教室など

＠国際学生会館＆地域の自治会町内会
　etc.

多様な文化の交流、
外国人の活躍の場づくり

交流イベントなど

＠区内の飲食店、店舗、 郵便局
　etc.

外国人向け
情報発信の強化

情報発信拠点の
整備など

例えば… 例えば…

多文化共生のまちづくり宣言多文化共生のまちづくり宣言

H20年度
多文化共生推進
アクションプラン 関係機関・外国人区民ヒアリング

鶴見で多文化共生に取り組む人たち

例えば…

❸ 地域・社会参画の推進❷ 生活支援❶ コミュニケーション支援

＜この指針での「外国人」「国」の表記＞

多文化共生社会のさらなる発展に向け、行政、地域、事業者や団体が連携して、施策を推進していきます

有識者からのアドバイス

指針策定作業

発行者：横浜市鶴見区役所区政推進課 



お問合せ先 

【GREEN×EXPO 2027 に関すること】GREEN×EXPO 推進課 佐藤・晴山 電話６７１－４６２７ 

【本説明会・申込に関すること】 鶴見区区政推進課 美田・中村 電話５１０－１６７６ 

 
 
 

地区連合町内会長 各位

自治会町内会長 各位 

 

 

鶴 見 区 長 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局長 

 

「GREEN×EXPO 2027」地域説明会の開催について（御依頼） 

 

日頃から、横浜市政の推進に御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

３年後の 2027 年に「GREEN×EXPO 2027」が旧上瀬谷通信施設（瀬谷区・旭区）で開催されます。

このたび、鶴見区内における「GREEN×EXPO 2027」のさらなる幅広い理解促進とご共感をいただく

ことにつなげるため、地域活動に御尽力いただいている皆様を対象に、次のとおり地域説明会を

開催いたします。 

つきましては、御多用のところ大変恐縮ですが、本説明会への御出席をお願いいたします。皆様

の御参加をお待ちしております。 

 

１ 開催概要 

(1) 日 時：令和６年８月２日（金）14：00～15：00 （13：30 開場） 

(2) 場 所：鶴見区民文化センター サルビアホール ４階ホール 

(3) 内 容：山中竹春横浜市長による「GREEN×EXPO 2027」の説明 など 

(4) 対 象：自治会町内会の皆様をはじめ、各種団体で地域活動をされている皆様 

（公園愛護会、水辺愛護会、森づくり活動団体及びハマロードサポーター等の皆様に

は別途依頼します。） 

※終了後、客席にて写真撮影を予定しています。 

 

２ 依頼事項 

・各自治会町内会から３名程度（役員及び環境事業推進委員、その他地域で活動されている方な

ど）の御出席をお願いいたします。 

※公園愛護会、水辺愛護会、森づくり活動団体及びハマロードサポーター等の皆様には別途御

依頼し、自治会町内会枠（３名程度）とは別に参加枠を設けています。 

・参加者は自治会町内会単位で取りまとめていただき、「３ 申込方法」のとおり申込みください。 

 

３ 申込方法（次のいずれかのご都合のよい方法でお申し込みください。） 

（1） 電子申請システムによる申込 

（2） ＦＡＸによる申込 

別紙「申込書」に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸで送信してください。 

ＦＡＸ：５０４－７１０２（鶴見区区政推進課宛） 

  ※  申込みいただいた個人情報は、本地域説明会に関する目的にのみ 
使用し、他の目的には使用しません。 

  

４ 申込期限 

７月 12 日（金）までにお申込みをお願いいたします。 

 
 

区 連 会 ６ 月 定 例 会 資 料 
令 和 ６ 年 ６ 月  1 9 
区 政 推 進 

日 
課 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申請システム

二次元コード 



【お問合せ先(本研修会・申込に関すること)】

鶴見区役所区政推進課 美田・中村 

電話：５１０―１６７６ 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

「GREEN×EXPO 2027」地域説明会 

 

日時：令和６年８月２日（金）14：00～15：00（13：30 開場）

場所：鶴見区民文化センター サルビアホール ４階ホール 

 申込書（自治会町内会用）  

団体名：   
御記入者名：  御連絡先：  

     

    〇参加希望者の情報について、以下に御記入ください。 

お名前（ふりがな） 当てはまる役職に☑を入れてください。 

（ふりがな） □ 自治会町内会長 

□ 環境事業推進委員 

□ 公園愛護会 

□ その他（                      ） 

 

（ふりがな） □ 自治会町内会長 

□ 環境事業推進委員 

□ 公園愛護会 

□ その他（                      ） 

 

（ふりがな） □ 自治会町内会長 

□ 環境事業推進委員 

□ 公園愛護会 

□ その他（                      ） 

 

    ※  申込みいただいた個人情報は、本地域説明会に関する目的にのみ使用し、他の目的には

使用しません。 
 

「GREEN×EXPO 2027」について、ご質問やご意見がある場合は御記入をお願いいたします。 

提出先：鶴見区区政推進課 FAX：５０４-７１０２ 

提出期限：7月 12 日（金） 



 

 

 

 

災害時要援護者名簿の更新についてのご案内 

 

 平素から、災害時要援護者支援事業についてご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 今年度より、協定を結んでいるすべての自治会・町内会へ災害時要援護者名簿をレターパック

で送付させていただいています。 

 つきましては、お忙しい中お手数をお掛けしますが、次のとおりご対応をお願いいたします。 
 

１ 今回の送付物（ご案内(この紙)を除く） 

(1)「 要援護者情報（名簿）の取扱について」 

 (2) 災害時要援護者名簿 

(3) 要援護者情報(個人情報)の取扱研修資料 

 (4) 対象者に送付した案内文・削除依頼書見本 

 (5) 届出事項変更届（第２号様式） 

(6) 個人情報の取扱方法に関する届（第１号様式） 

(7) 研修受講報告書（第１号様式 別紙１）  

(8) 返信用レターパックライト 

(9) 返信用封筒(ピンク色・長３) 

(10)訪問用チラシ 

 

２ 昨年度からの変更点 

  一昨年度実施した災害時要援護者名簿の活用状況についてのアンケート結果等を踏まえ、取り扱いを

一部変更いたします。 

 

              昨年度（令和５年度） 今年度（令和６年度）～ 

名簿・資料の配

布方法 

自治会・町内会の地区定例会等で

区役所職員による差替え又はレタ

ーパックで郵送し差替え 

すべての自治会・町内会へレターパック

で郵送 

名簿の提供部数 ２部 １部（名簿の複写を希望される際は、「個人情報の

取扱方法に関する届」にご記載ください） 

個人情報の取扱

方法に関する届 

協定締結時に記入・提出 協定締結時に加え、毎年名簿差替え時に

記入・提出 

受領証 名簿受取時に記入・提出 なし 

 

 

 

 

 

お手元にご準備いただいている、黄色の 

ファイルから前年度(1)から(4)を引き抜き、 

そのまま差し替えをお願いします。 

同封のレターパックで名簿等と一緒に 

ご返送ください。 

同封のレターパックか封筒でご返送ください。 

区連会 6 月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ６ 月 1 9 日 
鶴 見 区 高 齢 ・ 障 害 支 援 課 



３ 更新にあたってお願いしたいこと 

 (1) 名簿の差し替え 

① 送付物のうち、(1)から(4)について黄色のファイルに綴じている昨年度の資料と差し替え 

② 「(6)個人情報の取扱方法に関する届」の記入（記載例をご確認ください） 

③ ・「①で差し替えた５年度（昨年度）の(1)～(4)の名簿等資料」 

・「（6）個人情報の取扱方法に関する届」 

・「昨年度の名簿のみ綴じてある状態のピンクのファイル」 

（※地区独自の資料を綴じている場合は取り外してください。） 

の３点を同封の返信用レターパックでご返送ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 個人情報取扱研修の実施 

  協定では名簿取扱者全員に個人情報の取扱研修を年１回以上行うこととさせていただいています。 

 

●研修として各自治会町内会の定例会等で 「(3)要援護者情報(個人情報)の取扱研修資料」の 

おもて面をすべて読んでください。 

●研修終了後、「(7)研修受講報告書」の様式を記入のうえで(9)の返信用封筒でご返送ください。 

名簿と一緒にレターパックでご返送いただいても問題ありません。 

 

 

 

 

 

(7) 
研修受講
報告書 

 
 
 

５年度の 
(1)～(4) 
名簿等 

 

(6) 
個人情報の
取扱方法に
関する届 

ピンクのフラットファイル 

黄色のフラットファイル 

６年度の 
(1)～(4) 
名簿等 

 

区
役
所
へ
返
送 

※レターパックでの返送も可 

研修後に報告書作成 

区
役
所
へ
返
送 

ファイルごと 
入れる 

外す 

綴じる 

入れる 

入れる 

※フラットファイルと名簿 

※引き続き自治会・町内会で保管 
 



４ その他 

 ・ 名簿の適切な保管・管理 

   今回配付した名簿は、来年度新しい名簿をお渡しする際に、区役所に返却していただきますので、お

渡しした名簿（ファイル）の保管・管理の徹底をお願いします。 

・ 「届出事項変更届」 

「（6）個人情報の取扱方法に関する届」の内容に年度途中で変更が生じた場合ご提出ください。 

・ 地域の皆様が実践されている事例を集めた「災害時要援護者支援の取組実践アイデア集」を３月に配

りしました。地域での取組の推進や検討においてご活用ください。また、災害時要援護者への見守り

活動の際には同じく３月にお配りした「訪問用チラシ」もご利用ください。 

疑問点やご質問等ございましたら、いつでも下記担当までお気軽にご相談ください。 

  

担当：鶴見区高齢・障害支援課 田辺・清水・佐久間 

電話：045-510-1768   FAX：045-510-1897  
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熱中症にご注意ください！

毎年梅雨明け後は気温が急上昇し、熱中症による救急搬送事例が増加します。

気温だけではなく、湿度が高いときも熱中症の危険が高くなりますので、こまめな休養と水

分補給を心がけて、室内の温度が28度を超えないようにエアコンや扇風機を使用しましょう。

鶴 見 消 防 署 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

（令和６年１月１日～5月31日速報値 昨年同期比較）

区 内

火災原因

総数17件
その他８件

たばこ６件

放火１件

こんろ１件

電灯・電話等の配線１件

市 内

放火41件

こんろ37件

火災原因

総数283件

たばこ48件

電気機器25件
ストーブ15件

その他117件



横浜市民防災センターがリニューアルしました！ 

令和６年４月から、次の３つの新たな体験が加わりました。 

横浜市民防災センターの役割 

① 防災・減災教育の場

地震の揺れや初期消火、煙からの避難、災害の疑似体験など

体験型防災学習施設です。

② 災害時の応急活動拠点

大規模災害発生時には、隣接する沢渡中央公園と一体化した

「一時避難場所」として、被災者の方の応急救護活動拠点となります。 

③ 横浜市消防音楽隊の活動拠点

演奏・演技活動による広報活動を行う横浜市消防音楽隊の活動拠点

になっています。

④ 機動特殊災害対応隊の活動拠点

特殊災害に対応する、特殊災害対応隊の

活動拠点になっています。

横浜駅西口より徒歩 10分 

公共交通機関でご来場く 

ださい。 

横浜市民防災センター
開館時間　午前９時15分から午後５時まで
休館日　　毎週月曜日（祝日の場合開館、次の平日が休館）
　　　　　年末年始



１　罪種別認知状況（年中累計　前年同期比）

罪
種
別

年

別

令和6年
5月末

2 0 1 1 22 23 0 1 22 213 171 45 5 3 4 47 560

令和5年
5月末

2 4 1 0 13 24 1 1 29 178 173 31 0 5 0 59 521

前年比 0 -4 0 +1 +9 -1 -1 0 -7 +35 -2 +14 +5 -2 +4 -12 +39

２　窃盗犯手口別認知状況及び特殊詐欺（年中累計　前年同期比）

手
口
別

年

別

令和6年
5月末

7 1 8 2 4 22 8 16 189 213 5 1 1 67 16 81 171 406 26
令和5年
5月末

11 1 6 1 10 29 4 37 137 178 5 2 0 88 16 62 173 380 29

前年比 -4 0 +2 +1 -6 -7 +4 -21 +52 +35 0 -1 +1 -21 0 +19 -2 +26 -3

 

鶴見警察署
ホームページＱＲコード

鶴見警察署公式Ｘ（旧Twitter）
＠4339_police

(※被害額は10,000円単位四捨五入）
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鶴 見 警 察 署 管 内 刑 法 犯 認 知 状 況 表
5月末暫定値

令和6年6月
鶴見警察署　生活安全課
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オレオレ詐欺被害… 5人 約 2820万円

息子や孫の親族等を装い、横領、痴漢等の示談金又は仕事上のミスによる損失の補填、バッグの紛失、借金の返

済等を名目として、犯人が自宅へ訪ねて来たり、駅等に呼び出し、金銭等をだまし取る詐欺です。

預貯金詐欺被害… 13人 約 990万円

警察官や区役所職員、銀行協会職員等を装い、あなたの口座が犯罪に利用され、キャッシュカードの交換手続

きが必要である等の名目で、暗証番号を聞き出し、キャッシュカードやクレジットカードをだまし取る詐欺です。

還付金詐欺被害… 5人 約 820万円

役所等を装って、保険金や医療費の過払い分の返還を名目に、言葉巧みに被害者をＡＴＭに誘導して操作させ、

被害者の口座から犯人の口座へお金を振込ませる詐欺です。

キャッシュカード詐欺盗被害… ０人

警察官や銀行協会職員、デパート店員を装って被害者に電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている。」

等の名目により、キャッシュカード等を準備させたうえで、隙を見る等し、新しく用意したカードと説明された偽物のカードが

入った封筒を渡され、古いカードを回収する旨を理由として、キャッシュカードを犯人に手渡し、キャッシュカード等を窃取

する手口です。

架空請求詐欺… ３人 約 230万円

インターネット事業者などを名乗る犯人から、インターネットの未納料金が発生しているなどの名目で携帯電話にメー

ルが送られてきたり、法務省や裁判所からはがき、封書が送られてきて、未払いの料金があるなど架空の事実を口実に、

金銭等をだまし取る詐欺です。



令和6年
5月末

令和5年
5月末 前年比

令和6年
5月末

令和5年
5月末 前年比

令和6年
5月末

令和5年
5月末 前年比

令和6年
5月末

令和5年
5月末 前年比

総　　　数 406 380 +26 1 2 -1 7 11 -4 189 137 +52
朝 日 町 8 4 +4 0 0 5 2 +3
安 善 町 0 0 0 0
市 場 上 町 3 3 0 0 2 -2 2 1 +1
市 場 下 町 3 3 0 0 0 2 3 -1
市場西中町 1 -1 0 0 1 -1
市場東中町 5 -5 0 0 5 -5
市 場 富士 見町 2 1 +1 0 0 1 1 0
市場大和町 1 4 -3 0 0 1 2 -1
潮 田 町 9 6 +3 0 0 3 2 +1
江 ケ 崎 町 8 8 0 0 0 6 7 -1
小 野 町 5 1 +4 0 0 4 1 +3
梶 山 6 5 +1 0 0 6 3 +3
上 末 吉 8 9 -1 0 1 1 0 7 3 +4
上 の 宮 0 0 0 0
寛 政 町 1 5 -4 0 0 2 -2
岸 谷 4 8 -4 0 1 -1 2 3 -1
北 寺 尾 9 10 -1 1 +1 1 2 -1 2 +2
駒 岡 28 33 -5 0 0 9 7 +2
栄 町 通 4 6 -2 0 0 3 5 -2
汐 入 町 5 -5 0 0 2 -2
獅 子 ケ 谷 9 6 +3 0 0 0
下 野 谷 町 11 10 +1 0 0 7 2 +5
尻 手 18 9 +9 0 1 +1 12 5 +7
下 末 吉 11 12 -1 0 1 +1 9 6 +3
末 広 町 1 -1 0 0 0
菅 沢 町 4 3 +1 0 0 2 1 +1
諏 訪 坂 1 +1 0 0 1 +1
大 黒 町 1 -1 0 0 0
大 黒 ふ 頭 1 7 -6 0 0 1 +1
大 東 町 2 1 +1 0 0 1 +1
佃 野 町 1 5 -4 0 0 1 4 -3
鶴 見 5 5 0 0 0 2 1 +1
鶴 見 中 央 96 83 +13 1 -1 2 -2 32 24 +8
寺 谷 1 1 0 0 0 1 1 0
豊 岡 町 41 30 +11 0 0 22 9 +13
仲 通 10 5 +5 0 0 5 3 +2
生 麦 18 12 +6 0 0 7 4 +3
浜 町 1 -1 0 0 1 -1
馬 場 3 6 -3 0 1 -1 1 1 0
東 寺 尾 5 7 -2 0 0 1 2 -1
東寺尾北台 1 +1 0 0 0
東寺尾中台 2 2 0 0 0 1 1 0
東寺尾東台 0 0 0 0
平 安 町 6 4 +2 1 -1 0 4 2 +2
弁 天 町 3 -3 0 0 2 -2
本 町 通 7 12 -5 0 1 1 0 2 4 -2
三 ツ池公園 2 +2 0 0 2 +2
向 井 町 5 7 -2 0 0 3 2 +1
元 宮 17 17 0 0 0 4 4 0
矢 向 30 13 +17 0 2 1 +1 15 8 +7

窃盗犯発生件数 自転車盗ひったくり 空き巣

鶴見警察署
生活安全課
防犯少年係

令和6年5月末暫定値

町名別窃盗犯発生分析（総数・ひったくり・空き巣･自転車盗の前年対比）



②県内発生状況　（年中累計　前年同期比）

発生件数 死亡者数 重傷者数 軽傷者数 負傷者数 発生件数 死亡者数 負傷者数

６年 232 1 18 249 267 ６年 8405 43 9730

５年 256 1 10 285 295 ５年 8791 45 10386

増減数 -24  ±0 +8 -36 -28 増減数 -771 -2 -656 

発生件数 死亡者数 重傷者数 軽傷者数 負傷者数

６年 51 1 5 60 65

５年 57 0 2 64 66

増減数 -6 +1 +3 -4 -1 
　

国道１号 国道15号国道357号川崎町田 産業道路 環状２号 その他

６年 20 25 0 18 10 11 21 121 6

５年 23 19 0 15 12 7 17 154 9

日 月 火 水 木 金 土

６年 21 38 22 27 40 50 34

５年 25 34 47 43 41 40 26

０時～ ２時～ ４時～ ６時～ ８時～ 10時～ 12時～ 14時～ 16時～ 18時～ 20時～ 22時～

６年 4 1 9 21 25 26 28 31 34 33 15 5

５年 7 2 7 30 41 30 29 30 34 27 14 5

駒岡 鶴見中央 生麦 下末吉

６年 28 26 17 16

５年 18 37 20 19

車両単独 正面衝突 追突 出会い頭 右左折時 その他 横断中 その他 列車

６年 8 3 50 21 50 54 31 14 1

５年 15 6 39 59 43 36 32 25 1

子供 高齢者 二輪 自転車

６年 14 80 69 64

５年 22 71 74 86

　令和６年６月
　鶴見警察署　交通課

５月末概数

①管内発生状況　　（年中累計　前年同期比）

④路線別
一　般　国　道 県　　道　　・　　　地　方　道　

以下　管内年中累計件数　（単位：件数）

③管内発生状況　　（5月中累計　前年同期比）

その他市　　道

⑤曜日別

⑥時間別　

⑦町名別　（区内多発順）

⑧事故類型別　　

⑨関係者別（二輪、自転車は子供、高齢者を含む）

車両同士 人対車両

  ※当月累計の多発順を元に掲載していま
す。常に発生の多い地区ではありません。

自転車事故で亡くなっている方の約６割は、頭

部に主な損傷を負っていることから、ヘルメットを

着用することは大変重要です。

自転車乗車時はヘルメットをかぶりましょう！

交通事故発生状況

自転車事故多発中！

ヘルメットを着用しましょう。

鶴見警察署

マスコット

キャラクター

かける&まい

本年１件目の交通死亡事故が発生してしまい

ました。

踏切は危険な場所です。警報機が鳴ったら

立ち入らないで下さい。

歩行者も交通ルールを守って安全にお過ご

し下さい。
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